
こども家庭庁支援局障害児支援課

基本指針に関連する最近の施策の主な動き

こども家庭審議会障害児支援部会
第14回(R7.9.29) 参考資料２



最近の施策の主な動き
○ こども未来戦略（R5.12）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P３

○ こども大綱（R5.12）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P４

○ 児童福祉法等の一部を改正する法律（R4.6公布）（R6.4等施行）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P５

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律（R4.12公布）（R6.4等施行）・・・・・・・・・P７

○ 令和６年度障害福祉サービス等報酬改定（R6.4）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P９

○ 地域における児童発達支援センター等を中核とした障害児支援体制整備の手引き（R6.7）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P10

○ 児童発達支援センターガイドライン（改訂）（R6.7）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P13

○ 放課後等デイサービスガイドライン（改訂）（R6.7） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P15

○ 保育所等訪問支援ガイドライン（R6.7）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P17

○ こどもまんなか実行計画（R7.6） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P19

○ 障害児支援における人材育成に関する検討会報告書（R7.8）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P22

1



その他
○ 障害福祉サービス等予算の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P25

○ 障害福祉サービス等の総費用額の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P26

○ 障害福祉サービス等の利用者数の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P27

○ 令和６年度障害福祉サービス等報酬改定の概要（抄）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P28

○ 全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋（改革工程）について（抄）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P29

○ 大臣折衝事項（抄） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P30

○ 経済財政運営と改革の基本方針2025（抄）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P31

○ 新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版（抄）【処遇改善関係】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P32

○ 新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版（抄）【省力化投資促進プラン関係】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P33

2



「こども未来戦略」 ～  次元の異なる少子化対策の実現に向けて  ～ （抜粋）（令和５年12月22日閣議決定）
Ⅲ－１．「加速化プラン」において実施する具体的な施策 
２．全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充
（５）多様な支援ニーズへの対応 

～こどもの貧困対策・ひとり親家庭の自立支援と社会的養護、障害児・医療的ケア児等の支援基盤の充実～
障害児支援、医療的ケア児支援等

障害児支援、医療的ケア児支援等
〇 こどもと家族に寄り添いながら個々の特性や状況に応じた質の高い支援の提供を進めるとともに、地域社会へ
の参加・包摂（インクルージョン）を推進し、障害の有無にかかわらず、全てのこどもが安心して共に育ち暮ら
すことができる地域社会を実現する。

（早期発見・早期支援等の強化）
〇 保健、医療、福祉、教育等の関係者が連携し、地域において様々な機会を通じた発達相談、発達支援、家族支
援の取組を進め、早期から切れ目なく子供の育ちと家族を支える体制の構築を進める。

（地域における支援体制強化とインクルージョンの推進）
〇 障害の有無にかかわらず、安心して暮らすことができる地域づくりを進めるため、地域における障害児の支援
体制の強化や保育所等におけるインクルージョンを推進する。具体的には、地域における障害児支援の中核的役
割を担う児童発達支援センターについて、専門的な支援の提供と併せて、地域の障害児支援事業所や保育所等へ
の支援を行うなどの機能強化を行うとともに、保育所等への巡回支援の充実を図る。

〇 こうした支援体制の強化が全国各地域で進むよう、国や都道府県等による状況把握や助言等の広域的支援を進
め、地域の支援体制の整備を促進する。

（専門的な支援の強化等）
〇 医療的ケア児、聴覚障害児など、専門的支援が必要なこどもたちへの対応のため地域における連携体制を強化
するとともに、医療的ケア児について一時的に預かる環境の整備や保育所等における受入れ体制の整備を進める。

〇 また、補装具費については、障害のあるこどもにとって日常生活に欠かせないものであり、成長に応じて交換
が必要なものであることを踏まえ、保護者の所得にかかわらずこどもの育ちを支える観点から、障害児に関する
補装具費支給制度の所得制限を撤廃する。

〇 全国どの地域でも、質の高い障害児支援の提供が図られるよう、研修体系の構築など支援人材の育成を進める
とともに、ＩＣＴを活用した支援の実証・環境整備を進める。

「こども未来戦略」
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こども大綱 （抜粋）（令和５年12月22日閣議決定）

第３ こども施策に関する重要事項
１ ライフステージを通した重要事項
（５）障害児支援・医療的ケア児等への支援
こども基本法に加え、障害者の権利に関する条約の理念を踏まえ、障害のあるこども・若者、発達に特性のあ

るこども・若者の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進し、それぞれのこども・若者の置かれた
環境やライフステージに応じて、一般の子育て支援との連続の中で、その発達や将来の自立、社会参加を支援す
る。
特別児童扶養手当等の経済的支援を行うとともに、こどもと家族に寄り添いながら個々の特性や状況に応じた

質の高い支援の提供を進める。
障害の有無にかかわらず、安心して共に暮らすことができる地域づくりを進めるため、地域における障害児支

援の中核的役割を担う児童発達支援センターの機能強化や保育所等への巡回支援の充実を図るなど、地域におけ
る障害児の支援体制の強化や保育所等におけるインクルージョンを推進する。
医療的ケア児、聴覚障害児など、専門的支援が必要なこどもや若者とその家族への対応のための地域における

連携体制を強化する。
こどもや若者本人のみならず、保護者やきょうだいの支援を進める。障害や発達の特性を早期に発見・把握し、

適切な支援・サービスにつなげていくとともに、乳幼児期・学童期・思春期の支援から一般就労や障害者施策へ
の円滑な接続・移行に向けた準備を、保健、医療、福祉、保育、教育、労働など関係者の連携の下で早い段階か
ら行っていく。
特別支援教育については、障害のあるこどもと障害のないこどもが可能な限りともに安全・安心に過ごすため

の条件・環境整備と、一人一人の教育的ニーズに応じた学びの場の整備・充実を両輪として、インクルーシブ教
育システムの実現に向けた取組を一層進める。障害のあるこども・若者の生涯にわたる学習機会の充実を図る。

「こども大綱」
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児童福祉法等の一部を改正する法律（令和４年法律第6 6号）の概要
改正の趣旨

改正の概要

施行期日

児童虐待の相談対応件数の増加など、子育てに困難を抱える世帯がこれまで以上に顕在化してきている状況等を踏まえ、子育て世帯に対する包括的な支
援のための体制強化等を行う。

１．子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化及び事業の拡充【児童福祉法、母子保健法】
①市区町村は、全ての妊産婦・子育て世帯・こどもの包括的な相談支援等を行うこども家庭センター（※）の設置や、身近な子育て支援の場（保育所等）に
おける相談機関の整備に努める。こども家庭センターは、支援を要するこどもや妊産婦等への支援計画（サポートプラン）を作成する。

※子ども家庭総合支援拠点と子育て世代包括支援センターを見直し。
②訪問による家事支援、児童の居場所づくりの支援、親子関係の形成の支援等を行う事業をそれぞれ新設する。これらを含む家庭支援の事業について市区町村
が必要に応じ利用勧奨・措置を実施する。

③児童発達支援センターが地域における障害児支援の中核的役割を担うことの明確化や、障害種別にかかわらず障害児を支援できるよう児童発達支援の類型
（福祉型、医療型）の一元化を行う。

２．一時保護施設及び児童相談所による児童への処遇や支援、困難を抱える妊産婦等への支援の質の向上【児童福祉法】 
①一時保護施設の設備・運営基準を策定して一時保護施設の環境改善を図る。児童相談所による支援の強化として、民間との協働による親子再統合の事業の
実施や、里親支援センターの児童福祉施設としての位置づけ等を行う。

②困難を抱える妊産婦等に一時的な住居や食事提供、その後の養育等に係る情報提供等を行う事業を創設する。
３．社会的養育経験者・障害児入所施設の入所児童等に対する自立支援の強化【児童福祉法】
①児童自立生活援助の年齢による一律の利用制限を弾力化する。社会的養育経験者等を通所や訪問等により支援する拠点を設置する事業を創設する。
②障害児入所施設の入所児童等が地域生活等へ移行する際の調整の責任主体（都道府県・政令市）を明確化するとともに、22歳までの入所継続を可能とする。

４．児童の意見聴取等の仕組みの整備【児童福祉法】 
  児童相談所等は入所措置や一時保護等の際に児童の最善の利益を考慮しつつ、児童の意見・意向を勘案して措置を行うため、児童の意見聴取等の措置を講ずることと
する。都道府県は児童の意見・意向表明や権利擁護に向けた必要な環境整備を行う。

５．一時保護開始時の判断に関する司法審査の導入【児童福祉法】 
児童相談所が一時保護を開始する際に､ 親権者等が同意した場合等を除き､ 事前又は保護開始から７日以内に裁判官に一時保護状を請求する等の手続を設ける。

６．こども家庭福祉の実務者の専門性の向上【児童福祉法】 
 児童虐待を受けた児童の保護等の専門的な対応を要する事項について十分な知識・技術を有する者を新たに児童福祉司の任用要件に追加する。

７．児童をわいせつ行為から守る環境整備（性犯罪歴等の証明を求める仕組み（日本版DBS）の導入に先駆けた取組強化）等【児童福祉法】 
 児童にわいせつ行為を行った保育士の資格管理の厳格化を行うとともに、ベビーシッター等に対する事業停止命令等の情報の公表や共有を可能とするほか、

  児童福祉施設等の運営について、国が定める基準に従い、条例で基準を定めるべき事項に児童の安全の確保を加えるなど所要の改正を行う。

令和6年4月1日（ただし、5は令和７年６月１日、７の一部は令和４年９月15日又は令和５年４月１日）

※当該規定に基づいて、こども家庭福祉の実務経験者向けの認定資格を導入する。
※認定資格の取得状況等を勘案するとともに、業務内容や必要な専門知識・技術、教育課程の明確化、養成体制や資格取得者の雇用機会の確保、といった環境を整備しつつ、
その能力を発揮して働くことができる組織及び資格の在り方について、国家資格を含め、施行後２年を目途として検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
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児童発達支援センターの役割・機能の強化
＜改正前の制度＞
○ 主に未就学の障害児の発達支援を行う「児童発達支援センター」については、地域における中核的役割を果たすことが期待されているが、
果たすべき機能や、一般の「児童発達支援事業所」との役割分担が明確でない。

○ 障害児通所支援については、平成24年の法改正において、障害児や家族にとって身近な地域で必要な発達支援を受けられるよう、障害種
別毎に分かれていた給付体系をできる限り一元化したが、児童発達支援センターは「福祉型」と「医療型」（肢体不自由児を対象）に分か
れ、障害種別による類型となっている。

【改正前】

医療型児童発達支援

福祉型児童発達支援センター児童発達支援
【対象】全ての障害児
【支援内容】福祉的支援

【対象】肢体不自由児
【支援内容】福祉的支援＋治療（リハビリテーション）

【改正後】

児童発達支援センター

その他の児童発達支援事業所

児童発達支援 【対象】全ての障害児
【支援内容】福祉的支援（＋肢体不自由児の治療（＊））
＊ これまで医療型で行ってきた治療（リハビリテーション）
は引き続き実施可能

一
元
化

医療型児童発達支援センター

※福祉型と医療型を「児童発達支援センター」に一元化642か所

95か所

7,852か所

※ か所数は令和2年10月時点。児童発達支援は国保連データ、福祉型及び医療型の
児童発達支援センターは社会福祉施設等調査によるか所数。

＜改正後の内容＞
① 児童発達支援センターが、地域における障害児支援の中核的役割を担うことを明確化する。
⇒ これにより、多様な障害のあるこどもや家庭環境等に困難を抱えたこども等に対し、適切な発達支援の提供につなげるとと
もに、地域全体の障害児支援の質の底上げを図る。

＜「中核的役割」として明確化する具体的な役割・機能のイメージ＞
① 幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能
② 地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能（支援内容等の助言・援助機能）
③ 地域のインクルージョン推進の中核としての機能
④ 地域の障害児の発達支援の入口としての相談機能

② 児童発達支援センターの類型（福祉型・医療型）の一元化を行う。
⇒ これにより、障害種別にかかわらず、身近な地域で必要な発達支援を受けられるようにする。

その他の児童発達支援事業所
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律等の一部を改正する法律（令和4年法律第104号）の概要 （令和4年12月10日成立、同月16日公布）

施行期日
令和６年４月１日（ただし、２①及び５の一部は公布後３年以内の政令で定める日、３②の一部、５の一部及び６②は令和５年４月１日、４①及び②の一部は令和５年10月１日）

改 正 の 概要

１．障害者等の地域生活の支援体制の充実【障害者総合支援法、精神保健福祉法】

① 共同生活援助（グループホーム）の支援内容として、一人暮らし等を希望する者に対する支援や退居後の相談等が含まれることを、法律上明確化する。
② 障害者が安心して地域生活を送れるよう、地域の相談支援の中核的役割を担う基幹相談支援センター及び緊急時の対応や施設等からの地域移行の推進を担う地域

生活支援拠点等の整備を市町村の努力義務とする。
③ 都道府県及び市町村が実施する精神保健に関する相談支援について、精神障害者のほか精神保健に課題を抱える者も対象にできるようにするとともに、これらの者の心身の

状態に応じた適切な支援の包括的な確保を旨とすることを明確化する。

２．障害者の多様な就労ニーズに対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進【障害者総合支援法、障害者雇用促進法】

① 就労アセスメント（就労系サービスの利用意向がある障害者との協同による、就労ニーズの把握や能力・適性の評価及び就労開始後の配慮事項等の整理）の手法を活用した「
就労選択支援」を創設するとともに、ハローワークはこの支援を受けた者に対して、そのアセスメント結果を参考に職業指導等を実施する。

② 雇用義務の対象外である週所定労働時間10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者に対し、就労機会の拡大のため、実雇用率において
算定できるようにする。

③ 障害者の雇用者数で評価する障害者雇用調整金等における支給方法を見直し、企業が実施する職場定着等の取組に対する助成措置を強化する。

３．精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備【精神保健福祉法】

① 家族等が同意・不同意の意思表示を行わない場合にも、市町村長の同意により医療保護入院を行うことを可能とする等、適切に医療を提供できるようにするほか、医療保護入院の
入院期間を定め、入院中の医療保護入院者について、一定期間ごとに入院の要件の確認を行う。

② 市町村長同意による医療保護入院者を中心に、本人の希望のもと、入院者の体験や気持ちを丁寧に聴くとともに、必要な情報提供を行う「入院者訪問支援事業」を創設する。ま
た、医療保護入院者等に対して行う告知の内容に、入院措置を採る理由を追加する。

③ 虐待防止のための取組を推進するため、精神科病院において、従事者等への研修、普及啓発等を行うこととする。また、従事者による虐待を発見した場合に都道府県等に通報
する仕組みを整備する。

４．難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する適切な医療の充実及び療養生活支援の強化【難病法、児童福祉法】

① 難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する医療費助成について、助成開始の時期を申請日から重症化したと診断された日に前倒しする。
② 各種療養生活支援の円滑な利用及びデータ登録の促進を図るため、「登録者証」の発行を行うほか、難病相談支援センターと福祉・就労に関する支援を行う者の連携を推進す

るなど、難病患者の療養生活支援や小児慢性特定疾病児童等自立支援事業を強化する。

５．障害福祉サービス等、指定難病及び小児慢性特定疾病についてのデータベース（ＤＢ）に関する規定の整備【障害者総合支援法、児童福祉法、難病法】

障害ＤＢ、難病ＤＢ及び小慢ＤＢについて、障害福祉サービス等や難病患者等の療養生活の質の向上に資するため、第三者提供の仕組み等の規定を整備する。

６．その他【障害者総合支援法、児童福祉法】

① 市町村障害福祉計画に整合した障害福祉サービス事業者の指定を行うため、都道府県知事が行う事業者指定の際に市町村長が意見を申し出る仕組みを創設する。
② 地方分権提案への対応として居住地特例対象施設に介護保険施設を追加する。 等

このほか、障害者総合支援法の平成30年改正の際に手当する必要があった同法附則第18条第２項の規定等について所要の規定の整備を行う。

障害者等の地域生活や就労の支援の強化等により、障害者等の希望する生活を実現するため、①障害者等の地域生活の支援体制の充実、②障害者の多様な就労ニーズに対す
る支援及び障害者雇用の質の向上の推進、③精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備、④難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する適切な医療の充実及び療
養生活支援の強化、⑤障害福祉サービス等、指定難病及び小児慢性特定疾病についてのデータベースに関する規定の整備等の措置を講ずる。

改 正 の 趣旨
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地域のニーズを踏まえた障害福祉サービス事業者指定の仕組み

スキーム

市町村
（計画策定・支給決定）

都道府県
（指定）

（新規・既存）

予
め
通
知
の
求
め

③
意
見
の
申
し
出

①
指
定
•
更
新
申
請

事業者

②
申
請
の
通
知

④
指条
定件
がを
可付
能し

た

制度概要

〇 市町村が障害福祉計画で地域のニーズを把握し、必要なサービスの提供体制の確保を図る一方で、事業者の指定は 都道府県が行うため、地域の
ニーズ等に応じたサービス事業者の整備に課題があるとの指摘があった。
〇 この指摘を踏まえ、市町村が障害福祉計画で地域のニーズを把握し、必要なサービスの提供体制の確保を図れるよう、令和６年４月から、
・市町村は、都道府県の事業者指定について、障害福祉計画との調整を図る見地から意見を申し出ること
・都道府県は、その意見を勘案して指定に際し必要な条件を付し、条件に反した事業者に対して勧告及び指定取消しを行うことを
できることとした。

制度の活用について

〇 都道府県においては、管内市町村に対して、本制度の周知を図り、通知の求めを行うかの検討を促すとともに、

各市町村に通知を求めるかの照会を行い、制度の運用を図っていただきたい。

〇 指定都市及び中核市においても、市町村障害福祉計画との調整を図る見地から、事業所の指定にあたって、当該事業の適

正な運営を確保するために必要と認める条件を付すことができることとしたため、制度の活用を検討いただきたい。

〇 なお、この仕組みの運用に当たっては、以下の点に留意いただきたい。

• 制度の目的が、地域における障害福祉サービス等のニーズを踏まえた必要なサービス提供体制の確保であること

• 市町村の意見や都道府県が付することのできる条件の内容は、障害福祉計画又は障害児福祉計画に記載された

ニーズに基づき検討されるべきものであること

⑴ 市町村が計画に記載した障害福祉サービスのニーズを踏まえ、事業者のサービス提供地域や定員の変更

（制限や追加）を求めること

⑵ 市町村の計画に中重度の障害児者や、ある障害種別の受入体制が不足している旨の記載がある場合に、事

業者職員の研修参加や人材確保等、その障害者の受入に向けた準備を進めること

⑶ サービスが不足している近隣の市町村の障害児者に対してもサービスを提供すること

⑷ 計画に地域の事業者が連携した体制構築に関する記載がある場合、事業者のネットワークや協議会に、事

業者が連携・協力又は参加すること

想定される条件（例）
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令和６年４月の改正児童福祉法の施行（児童発達支援ｾﾝﾀｰの機能強化等）も踏まえつつ、こども・家族への質の高い支援の
確保・充実を図るととともに、地域全体の障害児支援体制の強化を図る

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定（障害児支援関係）

１．児童発達支援ｾﾝﾀｰの機能強化等
による地域の支援体制の充実
〇福祉型・医療型、福祉型３類型（障害児・難聴児・重症児）の一元化 〇児童発達支援ｾﾝﾀｰ等における中核機能の評価

２．質の高い発達支援の提供の推進 ■適切なｱｾｽﾒﾝﾄとこどもの特性を踏まえた総合的な支援・専門的な支援や関係機関との連携強化
等を進め、個々の特性や状況に応じた質の高い発達支援の提供を推進

〇総合的な支援の推進 〇支援時間や経験年数等を勘案したきめ細かい評価（基本報酬における時間区分、児童指導員等加配加算 等）
〇保育・教育、医療、社会的養護との連携の評価 〇ｾﾙﾌﾌﾟﾗﾝの場合の事業所間連携の評価
〇将来の自立等に向けた支援の評価（自立通所に向けた支援、学校卒業後の生活を見据えた支援）

３．支援ﾆｰｽﾞの高い児への支援の充実 ■より専門的な支援が必要な障害児への支援の充実を図り、障害特性に関わらず地域で安心して
暮らし育つことができる環境整備を進める

〇医療的ケア児・重症心身障害児 （福祉職員による医療的ｹｱ、主として重症児の基本報酬、入浴支援、送迎加算、共生型ｻｰﾋﾞｽでの評価）
〇強度行動障害を有する児 （予防的支援や状態が強い児への支援、集中的支援への評価）
〇ｹｱﾆｰｽﾞの高い児 （著しく重度の障害児、人工内耳装用児、視覚・聴覚・言語機能障害児への支援の評価）
〇不登校児童（学校と連携した支援への評価） 〇居宅訪問型児童発達支援の充実

４．家族支援の充実 ■養育支援や預かりﾆｰｽﾞへの対応など、保護者・きょうだいへの家族支援を推進し、家族全体のｳｪﾙﾋﾞｰｲﾝｸﾞを向上
〇家族への相談援助等の充実 （家庭・事業所・ｵﾝﾗｲﾝでの相談等の評価充実、支援場面等を通じた学びの評価）
〇預かりﾆｰｽﾞへの対応 （発達支援後の預かりﾆｰｽﾞに対応した支援への評価）

５．ｲﾝｸﾙｰｼﾞｮﾝの推進 ■保育所等への支援を行いながら併行通園や保育所等への移行を推進するなど、ｲﾝｸﾙｰｼﾞｮﾝの取組を推進し、
障害の有無に関わらず全てのこどもが共に育つ環境整備を進める

〇通所支援事業所における取組の推進 （個別支援計画に基づく取組の推進、移行支援の取組への評価充実）
〇保育所等訪問支援の充実 （訪問先や関係機関との連携強化、経験ある人材や多職種連携による支援、支援ﾆｰｽﾞの高い児への支援の評価）

６．障害児入所支援の充実 ■家庭的な養育環境の確保と専門的支援の充実、成人期に向けた移行支援の強化を図り、施設での障害児の
育ちと暮らしを支える

〇地域生活に向けた支援の充実 （移行支援計画に基づく取組の推進、関係機関連携や体験支援への評価、日中活動支援の評価充実）
〇小規模化等による質の高い支援の提供推進（小規模ｸﾞﾙｰﾌﾟｹｱへの評価 等）
〇支援ﾆｰｽﾞの高い児への支援の充実 （強度行動障害を有する児、被虐待児への支援の評価） 〇家族への相談援助等の充実

■このほか、職員の処遇改善（加算の一本化・充実）、虐待防止の推進（防止措置未実施減算の創設）、障害児相談支援の充実 等にも対応

■児童発達支援ｾﾝﾀｰを中核に、身近な地域でﾆｰｽﾞに応じた必要な発達支援が受けられる体制整備
を進めるとともに、地域の障害児支援体制を充実

【児者全体の改定率＋1.12％】
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地域における児童発達支援センター等を中核とした障害児支援体制整備の手引き 概要①

○ 本手引きは、地域全体で支援を要するこども・家族を支え、地域においてこどもを育てるために必要な中核機能の発揮のために、都道府県・市区町村や児童発達支援セン
ターが何をすべきかを示すことを目的に作成。

○ 都道府県・市区町村や児童発達支援センターには、本手引きを活用し、地域の支援ニーズや地域資源の状況等も踏まえながら、それぞれの地域に応じた形で中核機能が
発揮されるよう整備・取組を進めていただくことを期待する。

○ 本手引きの目的及び本手引きの活用で期待されること

こども・家族

保育所等訪問支援 障害児相談支援

地域の障害児支援における中核的役割

学 校

当事者・家族団体 医療機関等

子育て支援施策
（保育所・幼稚園・放課後児童クラブ等）

障害福祉サービス
（居宅介護・短期入所等）

放課後等デイサービス

児童発達支援

こども家庭センター

基幹相談支援センター

母子保健施策

（保健センター等）

障害児相談支援事業所

保育所等訪問支援事業所

習い事・地域の活動等

支援のマネジメント強化

関係機関の連携強化

必要な質の高い支援を切れ目なく・漏れなく

総合的な支援の推進
預かりニーズへの対応

「気付きの段階」入口相談
専門的支援・家族支援

社会的養護施策
（里親・ファミリーホーム等）

行 政

児童相談所

障害児入所施設

発達障害者支援センター
医療的ケア児支援センター等

支援力・受入強化 支援の質の向上

○ 制度面・財政面・ノウハウ面からの自治
体の支援体制整備を支援

国

○ 障害特性を踏まえた広域的な支援体
制整備（医療的ケア児、難聴児等）

都道府県

○ 財政面・ノウハウ面から市町村の支
援体制整備を支援

○ 市町村連携の広域調整

○ 人材確保・育成等

○ 児童発達支援センターを中核にした地域
の支援体制を整備・強化

※地域の実情に応じて、関係機関連携・複数市町
村連携により機能・体制を確保

○ 障害のあるこども・家族を中心に、関係
機関が連携して切れ目なく・漏れなく支援

○ （自立支援）協議会（こども部会）で地
域課題を踏まえて体制充実

市町村

○ 地域における障害のあるこどもへの支援体制の整備に係る基本的な考え方

児童発達支援センター

● 障害の有無に関わらず身近な地域で、育ち・暮らすことができる体制を整備すること。

● こどもと家族をまんなか（中心）に据えて、地域の関係者・関係機関が連携して、「切れ目なく」、「漏れなく」、必要な支援が行われる地域づくりを進めること。

● 個々のニーズに応じた質の高い支援を提供する体制を整備すること。加えて、こども施策全体の中での支援を進めインクルージョン（社会的包摂）を推進すること。
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地域における児童発達支援センター等を中核とした障害児支援体制整備の手引き 概要②

こどもの発達全般や障害特性・行動特性等をアセスメントし適切なアプローチ
を行うとともに、成人期を見据え乳幼児期から段階的に必要なアプローチを行う
視点、障害の有無に関わらずこどもの育ちに大切な遊びを通じて支援する視点、
子育て支援の観点を持ちながら、幅広くどのようなこどもも受け入れることはも
とより、地域の中で受入れ先を確保するのが難しい等、高度な専門性に基づく発
達支援・家族支援が必要な障害のあるこどもや家族にも、必要に応じ多職種で連
携しながら適切な支援を提供する機能

保育所等訪問支援やスーパーバイズ・コンサルテーションにより、地域の保育所
等における障害のあるこどもの育ちの支援に協力するとともに、障害のあるこど
もに対する保育所等の支援力の向上を図る等、保育所等への併行通園や移行を推
進したり、広報や会議、研修等の機会を活用したインクルージョンの重要性・取
組の発信・周知を進めていく機能

地域の障害児通所支援事業所に対して、地域の状況、地域で望まれている支援内容
の把握、事業所との相互理解・信頼関係の構築を進め、対応が困難なこども・家族を
はじめとする個別ケースへの支援を含めた事業所全体への支援を行っていく機能や、
事業所向けの研修・事例検討会等の開催、地域における事業所の協議会の開催や組織
化等を通し、地域の事業所の支援の質を高めていく機能

発達支援の入口としての相談に適切に対応し、必要に応じ適切な支援につなげる
観点から、障害児相談支援の指定又はそれに準ずる相談機能を有することを基本と
しつつ、乳幼児健診や親子教室等の各種施策及びその実施機関等とも適切に連携し
ながら、家族がこどもの発達に不安を感じる等、「気付き」の段階にあるこどもや
家族に対し、丁寧に発達支援の入口としての相談に対応していく機能

○ 児童発達支援センター等に求められる4つの中核機能

改正児童福祉法が令和６年４月より施行され、児童福祉法において児童発達支援センターの役割は以下のとおり位置づけられており、法的にも地域における障害児支援の
中核としての役割を求められるものとされている。

○ 児童発達支援センターの位置づけ

中核機能④
地域の発達支援に関する入口としての相談機能

中核機能②
地域の障害児通所支援事業所に対する
スーパーバイズ・コンサルテーション機能

中核機能①
幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能

中核機能③
地域のインクルージョン推進の中核機能

児童福祉法43条
児童発達支援センターは、地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を担う機関として、障害児を日々保護者の下から通わせて、高度の専門的な知識及び技術を

必要とする児童発達支援を提供し、あわせて障害児の家族、指定障害児通所支援事業者その他の関係者に対し、相談、専門的な助言その他の必要な援助を行うことを目的
とする施設とする。

児童発達支援センター等に求められる４つの中核機能と期待される役割は以下のとおり。

11



地域における児童発達支援センター等を中核とした障害児支援体制整備の手引き 概要③

① 主に児童発達支援センターが中心となる

中核拠点型

○ 児童発達支援センター等を中核とした体制整備の形態

地域のニーズや地域資源の状況等、地域の実情は様々である。地域の実情により、体制整備の方向性も異なるものであり、必ずしも最初から明確に「中核拠点型」又は「面的整備
型」のいずれかのみを選択するものではなく、地域の実情を踏まえて柔軟に検討を行うことが望ましい。いずれにせよ、身近な地域で４つの中核機能を提供できる体制を整備してい
くことが重要である。

○ 児童発達支援センター等を中核とした体制整備については、市町村が主体となり、検討していくことが重要。

○ 広域連携が必要な場合等は都道府県の適切な支援や判断等も必要。

○ 児童発達支援センター等を中核とした体制整備については、大きく分けて以下の２つに分けることができる。

② 児童発達支援センター以外の機関等を含め、地域全体で中核機能を発揮する

面的整備型 

中核拠点型 例 面的整備型 例 ①

１か所又は複数の児童発達支援センターが、地域

において４つの中核機能を十分発揮できる場合に

は、児童発達支援センターを中心に中核機能を提

供する。

児童発達支援センター

障害児通所支援

事業所

保育所

放課後児童クラブ等

市町村
その他

関係機関等

児童発達支援センター

中核機能強化
事業所①

中核機能強化
事業所②

市町村

面的整備型 例 ②

児童発達支援センター

面的整備型 例 ③

その他
関係機関等人口規模が大きい場合（特に児童人口規模が大きい場合）や広域で

ある場合等により、設置されている児童発達支援センターだけでは支

援体制の確保が不十分であると市町村が判断し、児童発達支援セン

ターを中核拠点としながら、あわせて中核機能強化事業所をブランチ

として位置付ける等、児童発達支援センターと中核機能強化事業所が、

日常的な連携体制を構築することにより、地域の支援体制を整備する

場合。 連 携

既に、地域において市町村や児童発達支援センターと連携を図りな

がら中心的な役割を担っている事業所があり、引き続き連携を図る

必要があると市町村が判断する場合（これまでの取組から、中核機能

強化事業所としての役割を果たすことが可能であると期待される場

合）。

中核機能強化
事業所

市町村

日常的な連携

連 携

地域の中で１又は複数事業所で協同して、専門性や地域支援機能を

発揮するとともに、障害児支援、母子保健施策や子育て支援施策等の

関係機関と連携体制を構築して、地域の支援体制を整備する場合。

連 携 連 携

市町村

保育所・放課後児童
クラブ等

その他
関係機関等

中核機能強化事業所
（児童発達支援）

中核機能強化事業所
（放課後等デイサービス）

連 携

その他
児童発達支援センターの支援体制を踏まえた上で、難

聴児、重症心身障害児、肢体不自由児等、それぞれの障
害種別に対する専門性や、学齢期に強みを有する放課後
等デイサービス等、児童発達支援センターの有する機能
と、それぞれの事業所が有する機能を生かした連携体制
を構築することにより、地域全体で支援体制を整備する
場合 等

その他

関係機関等
保育所・放課後児童

クラブ等

保育所・放課後 
児童クラブ等
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児童発達支援ガイドライン（令和６年７月）（概要版①）

ガイドライン改訂の背景

〇 児童発達支援事業所は、平成24年の児童福祉法改正により位置づけられて以降、事業所数約１万2,000箇所、利用者数約15万人と飛躍的に増加（令和４年度）。
〇 令和３年から令和５年にかけてとりまとめられた各種報告書や、令和４年の児童福祉法改正により児童発達支援センターが地域の障害児支援の中核的役割を担うことが明

確化されたこと、令和５年度のこども家庭庁創設によりこども施策全体の中で障害児支援を進めることとされたこと等を踏まえ、支援の質の確保及びその向上をより一層図
るため、児童発達支援の内容を示し、一定の質を担保するための全国共通の枠組みとして示しているガイドラインを改訂。

ガイドラインの目的

〇 児童発達支援について、障害のあるこどもやその家族に対して質の高い支援を提供するため、児童発達支援の内容や運営及びこれに関連する事項を定めるもの。

こども施策の基本理念

○ 全てのこどもは大切にされ、基本的な人権が守られ、差別されないこと。
○ 全てのこどもは、大事に育てられ、生活が守られ、愛され、保護される権利が守

られ、平等に教育を受けられること。
○ 年齢や発達の程度により、自分に直接関係することに意見を言えたり、社会の

様々な活動に参加できること。
○ 全てのこどもは年齢や発達の程度に応じて、意見が尊重され、こどもの今とこれ

からにとって最もよいことが優先して考えられること。
○ 子育ては家庭を基本としながら、そのサポートが十分に行われ、家庭で育つこと

が難しいこどもも、家庭と同様の環境が確保されること。
○ 家庭や子育てに夢を持ち、喜びを感じられる社会をつくること。

障害児支援の基本理念

○ 障害の特性を踏まえたニーズに応じた発達支援の提供（こどものウェルビーイン
グの向上、エンパワメントを前提とした支援）

〇 合理的配慮の提供（社会的なバリアを取り除くための対話・検討）
〇 家族支援の提供（家族のウェルビーイングの向上、エンパワメントを前提とした支

援）
〇 地域社会への参加・包摂（インクルージョン）の推進（一般のこども施策との併行

利用や移行に向けた支援、地域で暮らす他のこどもとの交流などの取組）
〇 事業所や関係機関と連携した切れ目のない支援の提供（関係機関や関係者の連

携による切れ目のない一貫した支援を提供する体制の構築）

児童発達支援の役割

〇 主に就学前の障害のあるこどもに対し、個々の障害の状態や発達の状況、障害の特性等に応じた発達上のニーズに合わせて本人への発達支援（本人支援）を行うほか、こ
どもの発達の基盤となる家族への支援（家族支援）を行うこと。

○ 全てのこどもが共に成長できるよう、障害のあるこどもが、可能な限り、地域の保育、教育等を受けられるように支援（移行支援）を行うほか、こどもや家庭に関わる関係機
関と連携を図りながら、こどもや家族を包括的に支援（地域支援・地域連携）していくこと。

児童発達支援の目標

〇 アタッチメントの形成とこどもの育ちの充実 ○ こどもと地域のつながりの実現
〇 家族への支援を通じたこどもの暮らしや育ちの安定 ○ 地域で安心して暮らすことができる基盤づくりの推進

児童発達支援の方法
○ こどもの発達の過程や障害の特性等に応じた発達上のニーズを丁寧に把握（※１）し理解した上で、全てのこどもに総合的な支援（※２）を提供することを基本としつつ、こ

どもの発達段階や特性など、個々のニーズに応じて、特定の領域に重点を置いた支援（※３）を組み合わせて行うなど、包括的かつ丁寧にオーダーメイドの支援を行っていくこ
とが重要。
※１ 本人支援の５領域（｢健康・生活｣、｢運動・感覚｣、｢認知・行動｣、｢言語・コミュニケーション｣、｢人間関係・社会性｣）の視点等を踏まえたアセスメントを行うことが必要。
※２ 個々のこどもに応じた、生活や遊び等の中での、５領域の視点を網羅した支援
※３ ５領域の視点を網羅した支援（総合的な支援）を行うことに加え、理学療法士等の有する専門性に基づきアセスメントを行い、計画的及び個別・集中的に行う、５領域のう

ち特定（又は複数）の領域に重点を置いた支援 13



児童発達支援ガイドライン（令和６年７月）（概要版②）

児童発達支援の内容

①本人支援
「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」
「言語・コミュニケーション」「人間関係・
社会性」の５領域の視点を網羅した
個々のこどもに応じたオーダーメイド
の支援

②家族支援
こどもの成長や発達の基盤となる親子
関係や家庭生活を安定・充実させる支
援

③移行支援
こどもが、可能な限り、地域の保育、教
育等を享受し、その中で適切な支援を
受けられるようにしていく支援、同年代
のこどもをはじめとした地域における
仲間づくりを図っていく支援

④地域支援・地域連携
こどもの育ちや家庭の生活の支援に関
わる保健・医療・福祉・教育・労働等の関
係機関や障害福祉サービス等事業所等
との連携によるこどもや家族の支援

児童発達支援の流れ

〇 障害児相談支援事業所が、障害児支援利用計画を作成し、その後、児童発達支援管理責任者が、障害児支援利用計画における総合的な援助の方針等を踏まえ、児童発達支
援計画を作成し、これに基づき日々の支援が提供される。

〇 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援を利用するこどもと家族のニーズを適切に把握し（５領域の視点等を踏まえたアセスメント）、児童発達支援が提供すべき支援の
内容を踏まえて児童発達支援計画を作成し（将来に対する見通しを持ち、こどもや保護者の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて作成）、全ての職
員が児童発達支援計画に基づいた支援を行っていけるように調整する。作成した児童発達支援計画は、障害児相談支援事業所へ交付する。

〇 児童発達支援計画は、概ね６か月に１回以上モニタリングを行うこととなっており、モニタリングの結果に基づき、児童発達支援計画の見直しを行っていく。

関係機関との連携

〇 障害のあるこどもの発達支援は、こども本人が支援の輪の中心となり、様々な関係者や関係機関（※）が関与して行われる必要があり、これらの関係者や関係機関は連携を
密にし、適切に情報を共有することにより、障害のあるこどもに対する理解を深めることが必要。
※ 市町村、医療機関、保育所や幼稚園、他の児童発達支援センターや児童発達支援事業所、学校や放課後等デイサービス事業所、こども家庭センターや児童相談所、（自立支

援）協議会等
〇 セルフプランにより複数の事業所等を利用するこどもについては、適切な障害児支援の利用の観点から、利用する全ての事業所間において、こどもの状態や支援状況の共

有等を行うなど、特に連携を図ることが重要。

組織運営管理

〇 自己評価については、従業者評価及び保護者評価を踏まえ、全職員による共通理解の下で、事業所全体として行う必要がある。
○ 総合的な支援の推進と事業所等が提供する支援の見える化を図るため、５領域との関連性を明確にした事業所等における支援の実施に関する計画（支援プログラム）を作

成する必要がある。

衛生管理・安全管理対策等

〇 衛生管理：感染症対応として、対策を検討する委員会の定期的な開催や、指針の整備、研修や訓練の定期的な実施、業務継続計画（BCP）の策定が必要。
〇 非常災害対策：非常災害に備えて、消火設備等の必要な設備、具体的計画の作成や周知、定期的な避難訓練、事業継続計画（BCP）の策定が必要。市町村が作成する個別避

難計画への協力（計画作成に当たっては、こどもの状況等をよく把握している相談支援事業所等の参画が想定されることから、当該相談支援事業所等との間で災害時の対応
について意思疎通を図っておくこと）も重要。

〇 安全管理対策：安全計画の策定、事故発生時の都道府県・市町村・家族等への報告、緊急時における対応方法についてのマニュアルの策定・訓練、救急対応に関する知識と
技術の習得が必要。

権利擁護

〇 虐待防止委員会の定期的な開催やその結果の職員への周知徹底、職員に対する研修の定期的な実施やこれらの措置を適切に実施するための担当者の配置が必要。
〇 身体拘束等の適正化を図る措置（①身体拘束等の記録、②身体拘束適正化検討委員会の定期開催、③指針の整備、④研修の実施）を講じる必要。 14



放課後等デイサービスガイドライン（令和６年７月） （概要版①）

ガイドライン改訂の背景

〇 放課後等デイサービスは、平成24年の児童福祉法改正により位置づけられて以降、事業所数約２万箇所、利用者数約30万人と飛躍的に増加（令和４年度）。
〇 令和３年から令和５年にかけてとりまとめられた各種報告書や、令和４年の児童福祉法改正により児童発達支援センターが地域の障害児支援の中核的役割を担うことが明

確化されたこと、令和５年度のこども家庭庁創設によりこども施策全体の中で障害児支援を進めることとされたこと等を踏まえ、支援の質の確保及びその向上をより一層図
るため、放課後等デイサービスにおける支援の内容を示し、一定の質を担保するための全国共通の枠組みとして示しているガイドラインを改訂。

ガイドラインの目的

〇 放課後等デイサービスについて、障害のあるこどもやその家族に対して質の高い支援を提供するため、支援の内容や運営及びこれに関連する事項を定めるもの。

こども施策の基本理念

○ 全てのこどもは大切にされ、基本的な人権が守られ、差別されないこと。
○ 全てのこどもは、大事に育てられ、生活が守られ、愛され、保護される権利が守

られ、平等に教育を受けられること。
○ 年齢や発達の程度により、自分に直接関係することに意見を言えたり、社会の

様々な活動に参加できること。
○ 全てのこどもは年齢や発達の程度に応じて、意見が尊重され、こどもの今とこれ

からにとって最もよいことが優先して考えられること。
○ 子育ては家庭を基本としながら、そのサポートが十分に行われ、家庭で育つこと

が難しいこどもも、家庭と同様の環境が確保されること。
○ 家庭や子育てに夢を持ち、喜びを感じられる社会をつくること。

障害児支援の基本理念

○ 障害の特性を踏まえたニーズに応じた発達支援の提供（こどものウェルビーイン
グの向上、エンパワメントを前提とした支援）

〇 合理的配慮の提供（社会的なバリアを取り除くための対話・検討）
〇 家族支援の提供（家族のウェルビーイングの向上、エンパワメントを前提とした支

援）
〇 地域社会への参加・包摂（インクルージョン）の推進（一般のこども施策との併行

利用や移行に向けた支援、地域で暮らす他のこどもとの交流などの取組）
〇 事業所や関係機関と連携した切れ目のない支援の提供（関係機関や関係者の連

携による切れ目のない一貫した支援を提供する体制の構築）

放課後等デイサービスの役割
〇 学齢期の障害のあるこどもに対し、個々の障害の状態や発達の状況、障害の特性等に応じた発達上のニーズに合わせて本人への発達支援（本人支援）を行うほか、こども
の発達の基盤となる家族への支援（家族支援）を行うこと。

○ 全てのこどもが共に成長できるよう、学校、特別支援学校、専修学校等と連携を図りながら、小学生の年齢においては放課後児童クラブ等との併行利用や移行に向けた支
援を行うとともに、学齢期全般において地域の一員としての役割の発揮や地域の社会活動への参加・交流を行うことができるよう支援（移行支援）を行うほか、こどもや家庭
に関わる関係機関と連携を図りながら、こどもや家族を包括的に支援（地域支援・地域連携）していくこと。

放課後等デイサービスの目標

〇 生きる力の育成とこどもの育ちの充実 〇 こどもと地域のつながりの実現
〇 家族への支援を通じたこどもの暮らしや育ちの安定  〇 地域で安心して暮らすことができる基盤づくりの推進

放課後等デイサービスの方法

○ こどもの発達の過程や障害の特性等に応じた発達上のニーズを丁寧に把握（※１）し理解した上で、全てのこどもに総合的な支援（※２）を提供することを基本としつつ、こ
どもの発達段階や特性など、個々のニーズに応じて、特定の領域に重点を置いた支援（※３）を組み合わせて行うなど、包括的かつ丁寧にオーダーメイドの支援を行っていく
ことが重要。
※１ 本人支援の５領域（｢健康・生活｣、｢運動・感覚｣、｢認知・行動｣、｢言語・コミュニケーション｣、｢人間関係・社会性｣）の視点等を踏まえたアセスメントを行うことが必要。
※２ 個々のこどもに応じた、生活や遊び等の中での、５領域の視点を網羅した支援
※３ ５領域の視点を網羅した支援（総合的な支援）を行うことに加え、理学療法士等の有する専門性に基づきアセスメントを行い、計画的及び個別・集中的に行う、５領域のう

ち特定（又は複数）の領域に重点を置いた支援 15



放課後等デイサービスの内容

①本人支援
「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間

関係・社会性」の５領域の視点を網羅した個々のこどもに応じたオーダー
メイドの支援を４つの基本活動を組み合せて提供する。

②家族支援
こどもの成長や発達の

基盤となる親子関係や家
庭生活を安定・充実させ
る支援

③移行支援
こどもが、可能な限り、地域において放課後等

に行われている多様な学習・体験・活動や居場
所を享受し、その中で適切な支援を受けられる
ようにしていくことや、同年代のこどもをはじめ
とした地域における仲間づくりを図っていく支
援

④地域支援・地域連携
こどもの育ちや家庭の生活の支援

に関わる保健・医療・福祉・教育・労
働等の関係機関や障害福祉サービス
等事業所等との連携による支援

放課後等デイサービスの流れ

〇 障害児相談支援事業所が、障害児支援利用計画を作成し、その後、児童発達支援管理責任者が、障害児支援利用計画における総合的な援助の方針等を踏まえ、放課後等デ
イサービス計画を作成し、これに基づき日々の支援が提供される。

〇 児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサービスを利用するこどもと家族のニーズを適切に把握し（５領域の視点等を踏まえたアセスメント）、放課後等デイサービスが
提供すべき支援の内容を踏まえて放課後等デイサービス計画を作成し（将来に対する見通しを持ち、こどもや保護者の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を
踏まえて作成）、全ての職員が放課後等デイサービス計画に基づいた支援を行っていけるように調整する。作成した放課後等デイサービス計画は、障害児相談支援事業所へ交
付する。

〇 放課後等デイサービス計画は、概ね６か月に１回以上モニタリングを行うこととなっており、モニタリングの結果に基づき、放課後等デイサービス計画の見直しを行っていく。
関係機関との連携

〇 障害のあるこどもの発達支援は、こども本人が支援の輪の中心となり、様々な関係者や関係機関（※）が関与して行われる必要があり、これらの関係者や関係機関は連携を
密にし、適切に情報を共有することにより、障害のあるこどもに対する理解を深めることが必要。
※ 市町村、医療機関、学校等、他の放課後等デイサービスや児童発達支援事業所、放課後児童クラブ等、こども家庭センターや児童相談所、（自立支援）協議会等

〇 セルフプランにより複数の事業所等を利用するこどもについては、適切な障害児支援の利用の観点から、利用する全ての事業所間において、こどもの状態や支援状況の共
有等を行うなど、特に連携を図ることが重要。

組織運営管理

〇 自己評価については、従業者評価及び保護者評価を踏まえ、全職員による共通理解の下で、事業所全体として行う必要がある。
○ 総合的な支援の推進と事業所等が提供する支援の見える化を図るため、５領域との関連性を明確にした事業所等における支援の実施に関する計画（支援プログラム）を作

成する必要がある。

衛生管理・安全管理対策等

〇 衛生管理：感染症対応として、対策を検討する委員会の定期的な開催や、指針の整備、研修や訓練の定期的な実施、業務継続計画（BCP）の策定が必要。
〇 非常災害対策：非常災害に備えて、消火設備等の必要な設備、具体的計画の作成や周知、定期的な避難訓練、事業継続計画（BCP）の策定が必要。市町村が作成する個別避

難計画への協力（計画作成に当たっては、こどもの状況等をよく把握している相談支援事業所等の参画が想定されることから、当該相談支援事業所等との間で災害時の対応
について意思疎通を図っておくこと）も重要。

〇 安全管理対策：安全計画の策定、事故発生時の都道府県・市町村・家族等への報告、緊急時における対応方法についてのマニュアルの策定・訓練、救急対応に関する知識と
技術の習得が必要。

権利擁護

〇 虐待防止委員会の定期的な開催やその結果の職員への周知徹底、職員に対する研修の定期的な実施やこれらの措置を適切に実施するための担当者の配置が必要。
〇 身体拘束等の適正化を図る措置（①身体拘束等の記録、②身体拘束適正化検討委員会の定期開催、③指針の整備、④研修の実施）を講じる必要。

放課後等デイサービスガイドライン（令和６年７月） （概要版②）

日常生活の充実と自立支援のための活動 多様な遊びや体験活動

地域交流の活動 こどもが主体的に参画できる活動
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保育所等訪問支援ガイドライン（令和６年７月） （概要版①）

ガイドライン策定の背景

〇 平成24年の児童福祉法改正以降、身近な地域で障害児通所支援を受けることができる環境は大きく改善した一方、インクルージョンの取組は十分に推進されてきたとは
必ずしも言えない状況にある。
〇 令和３年から令和５年にかけてとりまとめられた各種報告書や、令和４年の児童福祉法改正により児童発達支援センターが地域の障害児支援の中核的役割を担うことが明

確化されたこと、令和５年度のこども家庭庁創設によりこども施策全体の中で障害児支援を進めることとされたこと等を踏まえ、支援の質の確保及びその向上をより一層図
るため、保育所等訪問支援の内容を示し、一定の質を担保するための全国共通の枠組みとして、新たにガイドラインを策定。

ガイドラインの目的

〇 保育所等訪問支援について、障害のあるこどもやその家族に対して質の高い支援を提供するため、保育所等訪問支援の内容や運営及びこれに関連する事項を定めるもの。

こども施策の基本理念

○ 全てのこどもは大切にされ、基本的な人権が守られ、差別されないこと。
○ 全てのこどもは、大事に育てられ、生活が守られ、愛され、保護される権利が守

られ、平等に教育を受けられること。
○ 年齢や発達の程度により、自分に直接関係することに意見を言えたり、社会の

様々な活動に参加できること。
○ 全てのこどもは年齢や発達の程度に応じて、意見が尊重され、こどもの今とこれ

からにとって最もよいことが優先して考えられること。
○ 子育ては家庭を基本としながら、そのサポートが十分に行われ、家庭で育つこと

が難しいこどもも、家庭と同様の環境が確保されること。
○ 家庭や子育てに夢を持ち、喜びを感じられる社会をつくること。

障害児支援の基本理念

○ 障害の特性を踏まえたニーズに応じた発達支援の提供（こどものウェルビーイン
グの向上、エンパワメントを前提とした支援）

〇 合理的配慮の提供（社会的なバリアを取り除くための対話・検討）
〇 家族支援の提供（家族のウェルビーイングの向上、エンパワメントを前提とした支

援）
〇 地域社会への参加・包摂（インクルージョン）の推進（一般のこども施策との併行

利用や移行に向けた支援、地域で暮らす他のこどもとの交流などの取組）
〇 事業所や関係機関と連携した切れ目のない支援の提供（関係機関や関係者の連

携による切れ目のない一貫した支援を提供する体制の構築）

保育所等訪問支援の役割

〇 保育所・幼稚園・認定こども園、小学校・中学校・高等学校、特別支援学校、乳児院、児童養護施設、放課後児童クラブ（以下「保育所等」という。）など、こどもが集団生活を営
む施設を訪問し、集団生活への適応のために専門的な支援を行うこと。

保育所等訪問支援の目標

〇 こどもの集団生活への適応とこどもの育ちの充実 〇 訪問先施設への支援を通じたこどもの育ちの安定
〇 成長を喜びあえる土台作りと家族への支援を通じたこどもの暮らしや育ちの安定 〇 保育所等における全てのこどもの育ちの保障

保育所等訪問支援の方法

○ こどもや家族への面談や訪問先施設への訪問等によるアセスメントにより把握したニーズに基づき、訪問日の日程調整を行った上で、保育所等を訪問し、こどもの様子を
丁寧に観察し、こども本人に対する支援（集団生活への適応や日常生活動作の支援など）や訪問先施設の職員に対する支援（こどもへの理解や特性を踏まえた関わり方の伝
達など）、支援後のカンファレンス等におけるフィードバック（支援の対象となるこどものニーズや今後の支援の進め方など）を提供することを通じて、こどもの集団生活への
適応を支援するとともに、こどもの特性を踏まえた関わり方や環境の調整などについて助言していく。

○ こどもは家庭や地域社会における生活を通じて、様々な体験等を積み重ねながら育っていくことが重要であり、訪問支援の実施後は、家族への報告を行い、家庭生活にお
いて、支援の内容を踏まえたこどもとの関わり方の改善や環境の調整等を促していくとともに、こどもの育ちや家庭の生活の支援に関わる地域の様々な関係者や関係機関と
連携して支援を進めていくことが重要。
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保育所等訪問支援の内容

①こども本人に対する支援
こどもが集団生活の場で安全・安心に過ごすことができ
るよう、訪問先施設における生活の流れの中で、集団生
活への適応や日常生活動作の支援を行うこと

②訪問先施設の職員に対する支援
訪問先施設のこどもに対する支援力を向上させること
ができるよう、こどもの発達段階や特性の理解を促す
とともに、こどもの発達段階や特性を踏まえた関わり
方や訪問先施設の環境等について助言を行うこと

③家族支援
家族が安心して子育てを行うとともに、安心してこど
もを保育所等に通わせることができるよう、保護者に
対し、訪問先施設におけるこどもの様子や、訪問先施
設の職員のこどもへの関わり方などを含め、提供した
保育所等訪問支援の内容を伝えること

保育所等訪問支援の流れ

〇 障害児相談支援事業所が、障害児支援利用計画を作成し、その後、児童発達支援管理責任者が、障害児支援利用計画における総合的な援助の方針等を踏まえ、保育所等訪
問支援計画を作成し、これに基づき支援が提供される。

〇 児童発達支援管理責任者は、保育所等訪問支援を利用するこどもと家族のニーズを適切に把握し、保育所等訪問支援が提供すべき支援の内容を踏まえて保育所等訪問支
援計画を作成し（将来に対する見通しを持ち、こどもや保護者の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて作成）、全ての職員が保育所等訪問支援計画
に基づいた支援を行っていけるように調整する。作成した保育所等訪問支援計画は、障害児相談支援事業所へ交付する。

○ 保育所等訪問支援計画の「支援目標」及び「支援内容」については、保育所等訪問支援そのものがインクルージョンを推進するものであることを踏まえ、こどもが訪問先施設
での生活に適応し、今の生活と将来の生活の両方を充実させていく観点から組み立てていく必要がある。

〇 保育所等訪問支援計画は、概ね６か月に１回以上モニタリングを行うこととなっており、モニタリングの結果に基づき、保育所等訪問支援計画の見直しを行っていく。

関係機関との連携

〇 障害のあるこどもの発達支援は、こども本人を支援の輪の中心として考え、様々な関係者や関係機関（※）が関与して行われる必要があり、これらの関係者や関係機関は連
携を密にし、適切に情報を共有することにより、障害のあるこどもに対する理解を深めることが必要。
※ 訪問先施設、市町村、児童発達支援センター、児童発達支援事業所や放課後等デイサービス事業所、こども家庭センターや児童相談所、（自立支援）協議会、類似事業（地域

障害児支援体制強化事業や障害児等療育支援事業）の実施機関等
〇 セルフプランにより複数の事業所等を利用するこどもについては、適切な障害児支援の利用の観点から、利用する全ての事業所間において、こどもの状態や支援状況の共

有等を行うなど、特に連携を図ることが重要。

組織運営管理

〇 自己評価については、従業者評価、保護者評価及び訪問先施設評価を踏まえ、全職員による共通理解の下で、事業所全体として行う必要がある。

衛生管理・安全管理対策等

○ 訪問先施設に滞在する間は、訪問先施設の定める運営規程等に従うことが必要であり、事前に訪問先施設に確認の上、ルールやマニュアル等も確認し、訪問する職員に周
知徹底しておくことが必要。

〇 衛生管理：感染症対応として、対策を検討する委員会の定期的な開催や、指針の整備、研修や訓練の定期的な実施、業務継続計画（BCP）の策定が必要。
〇 安全管理対策：安全計画の策定・訪問先施設との共有、事故発生時の都道府県・市町村・家族等への報告、訪問先施設における事故発生時の対応方法の事前確認が必要。

権利擁護

〇 虐待防止委員会の定期的な開催やその結果の職員への周知徹底、職員に対する研修の定期的な実施やこれらの措置を適切に実施するための担当者の配置が必要。
〇 身体拘束等の適正化を図る措置（①身体拘束等の記録、②身体拘束適正化検討委員会の定期開催、③指針の整備、④研修の実施）を講じる必要。

保育所等訪問支援ガイドライン（令和６年７月） （概要版②）
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こどもまんなか実行計画2025（障害児支援関係抜粋）

こうした状況を踏まえて、各府省庁は、本実行計画に基づき、横断的な視点を持って、速やかかつ着実に、第２章以降に記載した各施策を進める。

その際、大綱に掲げられた６つの基本方針の下で、特に、以下の３つの領域に重点的に取り組む。

（１）困難に直面するこども・若者への支援

（２）未来を担うこども・若者へのより質の高い育ちの環境の提供と少子化対策の推進

（３）「こどもまんなか」の基礎となる環境づくりの更なる推進

障害児支援については、障害の種別に関わらず着実に推進するとともに、インクルージョン推進の意識を、地域、学校、社会全体に広げ、様々な制度や事業の実施

においてもその観点を重視するようにしていく。特に、発達に特性のあるこども一人一人が能力を十分に発揮して活躍できるよう、早期支援を強化するとともに、新たに、

多様な発達の特性や生活状況等を踏まえた支援の実情把握や調査を行い、更なる支援のあり方を検討する。

障害児の発達や将来の自立、社会参加等のライフステージに応じた支援や、医療的ケア児への支援を引き続き推進していく。

加えて、こどもホスピスの全国普及に向け、生命を脅かされている状態（ＬＴＣ：LifeThreatening Conditions）にあるこどもと家族の支援を推進する。

（１）困難に直面するこども・若者への支援
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Ⅱ 障害児、医療的ケア児等の特性に応じた支援の推進

３ 「こどもまんなか実行計画 ２０２５」の目指す方向性について



精神又は身体に障害を有するこどもに対して特別児童扶養手当等を支給する。【厚生労働省】

個々の特性や状況に応じた適切かつ質の高い支援の提供が図られるよう、第３期障害児福祉計画に基づく都道府県及び市町村における障害児支援体制の整備の推進を図るとともに、障害福

祉サービス等報酬改定により充実を図った内容充実を踏まえた取組を進める。【こども家庭庁】

全国どの地域でも、質の高い障害児支援の提供が図られるよう、研修体系の構築など支援人材の育成・確保等を進めるとともに、ＩＣＴを活用した支援の実証・環境整備を進める。【こども家庭庁】

児童発達支援センターが地域における障害児支援の中核的役割を担う機関として、①幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能、②地域の障害児通所支援事業所に対するスー

パーバイズ・コンサルテーション機能、③地域のインクルージョン推進の中核機能、④地域の障害児の発達支援の入口としての相談機能の４つの機能を、地域の児童発達支援事業所と協働しなが

ら果たすことができるよう、児童発達支援センターの機能強化を図るとともに、保育所等への巡回支援等の充実を図るため、必要な支援を行う。また、障害の有無にかかわらず全てのこどもが共に

育つ環境整備を進める観点から更なるインクルージョン推進の取組を進めるとともに、障害福祉サービス等報酬改定により充実を図った内容を踏まえた取組を進める。【こども家庭庁】

第３期障害児福祉計画に基づき、都道府県及び市町村における障害児支援体制の整備が推進されるよう、地方公共団体と連携しながら対応を進めるとともに、次世代育成支援対策施設整備交

付金により体制整備への支援を行う。【こども家庭庁】

障害児支援体制の強化が全国各地域で進むよう、国や都道府県等による状況把握や助言等の広域的支援を進め、地域の支援体制の整備を促進する。【こども家庭庁】

医療的ケア児や重症心身障害児について、医療的ケア児支援センターや医療的ケア児等コーディネーターを中核として、相談支援や関係機関の相互の連携など地域の支援体制の整備を進め

る。また、家族の負担軽減やレスパイトの時間の確保の観点から、医療的ケア児や重症心身障害児を一時的に預かる環境の整備を進める。【こども家庭庁】

医療的ケア児が保育所等の利用を希望する場合に、その受入れが可能となるよう、保育所等の体制を整備するとともに、医療的ケア児の育ちと生活の総合的な支援を行う。【こども家庭庁】

医療的ケア児が安全・安心に学校で学ぶことができるよう、医療・保健・福祉等の関係機関と連携した就学移行期から学校における医療的ケアの実施体制の構築や医療的ケア児の保護者の負

担軽減に向け、医療的ケア看護職員の配置促進等の取組を推進する。【文部科学省】

聴覚障害児について、新生児期からの切れ目のない支援や多様な状態像に応じた支援、家族への支援が適切に行われるよう、地域の支援体制の整備を進める。【こども家庭庁】

地域の聴覚障害児やその保護者に対して専門性の高い支援を行うため、聴覚障害を対象とする特別支援学校と保健・医療・福祉等の関係機関が連携して行う教育相談等の取組を推進する。

【文部科学省】

強度行動障害を有するこどもの地域における支援体制の整備を進めるとともに、ケアニーズの高いこどもに対する支援が促進されるよう、障害福祉サービス等報酬改定により充実を図った内容

を踏まえた取組を進める。【こども家庭庁】

逆境的小児期体験による精神的な問題等の様々なこどもの心の問題に対応するため、地域内での医療機関等での連携による支援体制の整備を促進する。【こども家庭庁

（障害の有無にかかわらず安心して共に暮らすことができる地域づくり） 
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 経済的支援と質の高い支援の提供

地域における障害児支援体制の強化とインクルージョンの推進 

 専門的支援が必要な障害児への支援の強化

こどもまんなか実行計画2025（障害児支援関係抜粋）（つづき）



相談支援や家族支援の充実を図る観点から、児童発達支援センターの機能強化を図るとともに、都道府県が行う障害児等療育支援事業や市町村が行う障害者相談支援事業、障害福祉サービ

ス等報酬改定により充実を図った内容を踏まえた取組を進める。【こども家庭庁、厚生労働省】

障害児相談支援及び計画相談支援により、適切な支援やサービスの利用につなげるとともに、発達に特性のあるこどもとその家族に対する発達相談などを始め、地域における、保健、医療、福

祉、教育等の関係者が連携した早期からの切れ目ない発達支援・家族支援の取組を進める。さらに、家族支援の充実や関係機関の連携強化の観点から、障害福祉サービス等報酬改定により充実

を図った内容を踏まえた取組を進める。一般就労を希望する障害児者に対しては、個々の希望や特性を踏まえたきめ細かな就労支援を実施する。【こども家庭庁、厚生労働省】

発達に特性のあるこどもの個々の状況やニーズに応じた丁寧な支援が行われるよう、地域におけるこどもの多様な発達特性や生活状況等を踏まえた支援の実態把握や、地域の発達支援の入

口段階における取組を強化する。【こども家庭庁】

インクルーシブ教育システムの実現に向けて、家庭・教育・医療・保健・福祉の連携の下、発達障害児や医療的ケア児を始めとする全ての障害のあるこどもへの支援体制の整備等、多様なニー

ズを有するこどもへのＩＣＴ活用も含めた支援基盤の強化を図る。さらに、通常の学級に在籍する障害のあるこどもへの支援として、自校通級や効果的・効率的な巡回指導等による通級指導体制の

充実、多様な支援スタッフの確保・活用等を推進する。同時に、高等学校については、潜在的な対象者も踏まえた通級指導体制も充実させる。あわせて、特別支援学校と小中高等学校等のいずれ

かを一体的に運営するインクルーシブな学校運営モデルの創設、教師の専門性向上のための施策、新しい学びの実現に向けた環境整備なども含め、特別支援教育の充実に取り組む。【文部科学

省】

「障害の有無にかかわらず共に学び、生きる共生社会の実現」に向け、障害者の持続的な学びの基盤を整備する。調査研究による現状分析・課題整理に基づき、地方公共団体における実施体

制・連携体制を構築するとともに、普及啓発、担い手の育成・確保、多様な実施主体による障害児者の学びを推進する。【文部科学省】

全国どの地域でも、質の高い障害児支援の提供が図られるよう、研修体系の構築など支援人材の育成・確保等を進める。【こども家庭庁】
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 家族支援の充実、障害の早期発見・早期支援、関係機関の連携等

（障害のあるこども・若者の学びの充実） 

 インクルーシブ教育システムの実現に向けた取組

 学校卒業後における障害者の学びの支援推進 

こどもまんなか実行計画2025（障害児支援関係抜粋）（つづき）

（こども・若者、子育て支援に携わる担い手の確保・育成・専門性の向上） 

障害児支援における人材育成・確保等



障害児支援における人材育成に関する検討会報告書

～概要①～本検討会開催の背景

障害児通所支援を中心に、事業所数、利用者数は飛躍的に増加してきた一方で、適切な運営や提供される支援の質の確保が課題とされてきた。
国においては、人材育成が体系化されておらず、支援の質の確保については、各事業所等の取組に委ねられている状況にある。そのような中、「こども未来戦略」において、「

全国どの地域でも、質の高い障害児支援の提供が図られるよう、研修体系の構築など支援人材の育成を進める。」とされており、令和９年度以降の本格実施を見据えて、研
修体系の構築に向けた具体的検討を行うため、令和６年12月より本検討会を開催。

障害児支援における研修体系創設の意義について

○ 共通の理念や価値、知識と技術を学び合い、質の高い支援を全国どの地域でも提供することを実現するための土台を築く。

〇 支援者自身の成長やキャリア形成。

○ 地域の支援者同士が互いに学び合い、事業所の垣根を超えて、協働関係の地域づくりを進め、包括的な支援体制の充実を図っていく。

○ 学びや実践が、各地域において体系的に積み重ねられ、こどもや家族をまんなかに、安心して支援が受けられる環境づくり。

○ 本研修を他のこども施策でも活用すること等により、インクルージョン推進が促進され、共生社会の実現に向けた土台となる。

障害児支援における研修の在り方について

○ 支援者共通の基本姿勢として、「障害のあるこどもとともに歩むための支援者の基本姿勢」を整理。整理に当たっては、こども・若者、子育て当事者の意見を反映。

① 尊重し合いながら、ともに生きる ② 想いに寄り添い、ともに支え合う ③ 支援をともにつくる

④ 安心できる場をともに育てる ⑤ ともに学び合い、ともに育ち合う

〇 「こども施策の基本理念」及び「障害児支援の基本理念」を中心に据えた研修体系を構築。

○ 支援者における重要な共通要素として、発達支援に必要な専門性を十分に発揮するために重要であると考えられるスキルや行動特性を９領域で整理。

① 対人支援における倫理的姿勢 ② 自己理解と省察 ③ こどもの理解に基づく支援

④ 計画と評価に基づく支援の実践 ⑤ 家族支援 ⑥ 地域支援・地域連携

⑦ チームアプローチ ⑧ 虐待予防・対応 ⑨ 相互理解・相互支援

○ 障害児支援と子育て支援の両方の観点からの専門性を身につけるため、研修体系の構築に当たっては、「①障害児支援に従事する支援者として」、「②本人支援」、

「③家族支援」、「④地域支援・地域連携」、「⑤（日々の支援や業務の根拠となる）制度理解」、「⑥組織マネジメント」の６つのカテゴリーで整理。

○ それぞれの求められる役割等を踏まえ、３階層による段階的な研修体系を構築。また、各研修を受講することにより期待される人材像を整理。
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～概要①～



障害児支援における人材育成に関する検討会報告書 ～概要②～

研修の標準カリキュラムと効果的な実施手法について

○ 障害児支援に従事する支援者が共通して習得すべき知識等について、全ての階層を通じて標準カリキュラムを整理。

○ 障害児基礎・実践研修（仮称）については、全科目で動画の視聴により講義が可能な体制の整備を進めていく。また、学びの定着等につなげていく観点から、講

義に加え、「受講者自身の振り返り」、「上司や先輩職員との対話」などの取組を、講義の前後で行うことを基本とする。

〇 当該研修では、地域において合同研修の実施や他の事業所への見学等を念頭に置きつつ、地域の実情に応じた「地域交流」による学び合いを進めていく。

○ 障害児支援リーダー研修（仮称）・障害児支援コア人材研修（仮称）については、講義はあらかじめ動画により受講した後、地域の実情に応じた創意工夫の下で検討され

た演習を受講。演習については、地域の支援者同士の関係づくりを進めていくことが期待されることから、対面研修を基本とする。

研修の実施主体について

〇 障害児支援基礎・実践研修（仮称）については、事業者が実施主体として研修の実施を進める。また、事業所内のみで研修を実施することに限らず、国の標準カリ

キュラムに基づき、事業者団体や児童発達支援センターが実施する等、柔軟な運用を可能する。

〇 障害児支援リーダー研修（仮称）・障害児支援コア人材研修（仮称）については、都道府県・指定都市（以下「都道府県等」という。）が実施主体として研修の実施を進める。

一方、障害児支援コア人材研修（仮称）については、地域性を考慮した上で、複数の都道府県等による合同開催等の柔軟な運用を可能とする。

研修の具体的運用に向けた方向性等について

○ 本格実施に当たっては、３階層全ての研修を同時期に実施するのではなく、段階的に本格実施を進めていくことが適当。

○ 修了評価は、知識及び技能の習得状況等の確認を目的とすることが適当。

〇 国においては、研修検討委員会（仮称）の設置を進めるとともに、都道府県等で中心的かつ指導的な立場となる人材の育成等を進めていくことが必要。〇 都

道府県等が、地域の実情に応じた創意工夫の下で研修の充実や人材育成を進めていくため、研修検討委員会（仮称）の設置を進めていくことが重要。〇 研修を効

果的かつ円滑に進めていくため、国は実施主体向け（事業者・都道府県等）の手引きの作成を進めていくことが必要。

〇 研修受講及び実施への動機づけとなる取組等も進めていくことが重要であり、取り組んだ成果の見える化を進めていくことが重要。

〇 他のこども施策でも本研修の活用を進めていくため、他のこども施策の事業者等に対して広く周知していくことが重要。

本検討におけるこども・若者及び子育て当事者の意見反映について

○ 本検討会では、障害児支援を利用している（又は利用した経験のある）、こども・若者、子育て当事者へのヒアリングを実施。

〇 こどもにとって、褒めてくれる、安心できる、信頼できる、大人や仲間の存在が重要であり、そうしたこどもにとって支えとなる関係性が土台となり、こどもは自らに向き合

い、「頑張りたい。」という主体的な気持ちが育てられるとともに、支援者の専門性は、土台となる関係性があった上で十分に発揮されるものである。

〇 子育て当事者にとって、こどもの安全が最も重要。また、専門性も大切であるが、それ以上にこどもや家族に寄り添い、共感の姿勢や人間性が信頼の基盤となる。 23



障害児支援における人材育成に関する検討会報告書

～概要③～

研
修
の
階
層

受講期間
（最長）

障害児支援
基礎・実践研修（Ⅰ）

主に本人支援を中心とした役割を担う者 事業所において中心的な役割を担う者 地域において中心的な役割を担う者

職種や実務経験問わず全ての支援者が受講

それぞれの役割等に応じた任意受講

対象者像

事業者実施主体 都道府県・指定都市

●入職後～半年程度まで ●基礎・実践研修（Ⅰ）修了後～３年目程度まで ●特に定めなし

実施時間
（目安）

※障害児支援基礎・実践研修（Ⅰ）、（Ⅱ）は、1科目約60分での実施を想定した場合

※障害児支援リーダー研修、コア人材研修は、1科目約60分、演習を90分～120分での実施を想定した場合

研修体系の全体像

約７時間程度

７科目

約22時間程度

22科目

約３７～４３時間程度

19科目＋演習２日間×２

約３２～４０時間程度

1２科目＋演習２日間×２

実
施
イ
メ
ー
ジ

一科目（講義前＋講義＋講義後の取組）あたり約60分～90分程度での実施時間を想定 【事業所】 【対面研修】 【対面研修※】
※ 一科目を同日で行う場合や各取組・講義を複数日に分けて行う等、事業所等の実情に応

じて実 施

全国共通 具体的取組については、標準カリキュラム等の内容
も踏まえながら、地域の実情に応じた創意工夫の下で、

全国共通

講義前の取組
講 義

講義後の取組

講 義
（動 画）

都道府県等が主体的に検討

演 習 演 習

※対面研修の間を一定期間あけて実施
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5,090億円
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7,582億円
6,498億円

5,873億円

8,376億円

9,850億円
9,475億円

9,215億円

11,885億円
11,148億円

10,542億円

13,859億円
13,111億円

12,578億円

15,651億円

14,728億円

16,531億円

478億円
507億円495億円

557億円

522億円

560億円

1,055億円
840億円

625億円

2,320億円
1,778億円

1,395億円

3,835億円

3,420億円

2,810億円

4,871億円

4,690億円

4,483億円

4,256億円

障害福祉サービス関係予算額は１８年間で約４倍に増加している。

5,129億円

5,585億円

（+8.9%）

5,706億円

（+2.2%）

6,430億円

（+12.7%）

7,058億円

（+9.8%）

8,104億円

（+14.8%）

9,001億円

（+11.1%）

障害福祉サービス等予算の推移

10,055億円

（+11.7%）

10,530億円

（+4.7%）

11,244億円

（+6.8%）

12,319億円

（+9.6%）

13,468億円

（+9.3%）

14,695億円

（+9.1%）

15,998億円

（+8.9%）

16,946億円

（+5.9%）

18115億円

（+6.9%）

19,211億円

（+6.1%）

障害児措置費・給付費（義務的経費）
※ 令和５年度からはこども家庭庁計上（ ）

自立支援給付費等（義務的経費）

20,341億円

（+5.9%）

21,402億円
（+5.2%）
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令和６年度障害福祉サービス等報酬改定の概要（抄）
（令和６年２月６日 障害福祉サービス等報酬改定検討チームとりまとめ）

○ 令和６年度障害福祉サービス等報酬改定においては、客観性・透明性の向上を図るため

、前回改定に引き続き、厚生労働省内に設置した検討チームにおいて、有識者の参画を得

て公開の場で検討を行った。

○ 今回の報酬改定に係る検討を行う中で出た意見等を踏まえ、以下の事項について、引き

続き検討・検証を行う。

第３ 終わりに

① 障害者支援施設の在り方について

● 障害者支援施設の在り方についての検討を進めるため、令和６年度において、今後の

障害者支援施設が担う役割や機能等に関して整理しつつ、更なる地域移行を進めていく

ための調査研究の実施や検討の場を設ける。

② 共同生活援助における支援の質の確保について

● 共同生活援助における障害者の特性に応じた支援や、サービスの質を評価するための

具体的な基準の在り方について、支援に関するガイドラインの策定や、管理者、

従業者等に対する資格要件や研修の導入等について、令和６年度以降検討する。

③ 共同生活援助における個人単位で居宅介護等を利用する場合の経過措置の取扱いにつ

いて

● 今年度末までの経過措置とされていた、共同生活援助を利用する重度の障害者が個人

単位で居宅介護等を利用することについては、引き続きその在り方を検討する。

④ 障害福祉サービスの地域差の是正について

● 障害福祉サービスの地域差を是正し、サービスの供給が計画的かつ効率的に行われ

る方策について、必要なサービスが公平かつ適正に提供されるよう、共同生活援助にお

ける総量規制も含めた地域の実態や地域移行の状況を踏まえた事業所指定の

在り方について検討する。

⑤ 計画相談支援及び障害児相談支援について

● 相談支援事業所における手話通訳士等によるコミュニケーション支援の実態を把握する

とともに、コミュニケーション支援の体制を確保する方策について検討する。

⑥ 質の高い障害児支援の確保について

● 質の高い障害児支援の提供を推進するため、支援に当たる人材の配置や評価の在り

方について検討する。

● 障害児相談支援について、セルフプランの状況等も踏まえながら、必要な質・量

を確保する方策について、引き続き検討する。

⑦ 障害福祉サービスの公平で効率的な制度の実現について

● 障害福祉サービスについて、障害者が希望する地域生活を実現するとともに、多様化する利用

者のニーズに応じて質の確保・向上を図る必要がある。こうした中で、制度の持続可能性を確保

する観点から、サービス間・制度間の公平性を踏まえ、報酬改定における

サービスの質等に応じたメリハリある報酬設定等、公平で効率的な制度の実現に向けた検

討を行う。

⑧ 処遇改善の実態把握等について

● 今回の改定が、福祉・介護職員の処遇改善に与える効果について、実態を把握する。

● 今回の報酬改定では、処遇改善分について２年分を措置し、３年目の対応については、上記

の実態把握を通じた処遇改善の実施状況等や財源とあわせて令和８年度予算編成過程

で検討する。

⑨ 経営実態調査のさらなる分析について

● 次回の障害福祉サービス等報酬改定に向けては、障害福祉事業所・施設の経営実態等を

より適切に把握できるよう、「障害福祉サービス等経営概況調査」や「障害福祉サービス等経営

実態調査」において、特別費用や特別収益として計上されている経費の具体的な内容が明確に

なるよう、調査方法を見直し、次回以降の調査に反映させる。

⑩ 食事提供体制加算等について

● 食事提供体制加算については、食事提供時における栄養面での配慮を行うための要件を

新たに設け令和９年３月31日まで経過措置を延長することとするが、他制度とのバランス、在宅

で生活する障害者等との公平性等の観点も踏まえつつ、今後、経過措置の実施状況や効果を踏

まえた上で、更に検討を深める。

● 児童発達支援センターの、自園調理を前提とした基準（調理室の設置、栄養士等の配 置）に

ついて、今後、構造改革特別区域法に基づく特例措置の全国展開に関する検討に対

応することとし、同特例措置の実施状況や現場の支援の状況等も踏まえながら、更に検討

を深める。

⑪ 補足給付の在り方について

● 施設入所者に対する補足給付の在り方については、他制度とのバランス、在宅で生活する障

害者との公平性等の観点も踏まえ、引き続き検討する。

⑫ 事業者が提出する各種様式等の簡素化・標準化について

● 障害福祉サービス等事業者が障害者総合支援法等の規定に基づいて地方公共団体に対して

提出する指定申請関連文書等について、令和５年度中に作成する標準様式等の普及の状

況等を踏まえ、標準様式等の使用の基本原則化について検討を行う。

また、令和６年度に電子的に申請・届出を可能とするためのシステムの整備に向けて検

討する。
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全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋（改革工程）について（抄）

（令和５年12月22日閣議決定）

Ⅱ．今後の取組

２．医療・介護制度等の改革

＜① 来年度（2024年度）に実施する取組＞

◆ 診療報酬改定、介護報酬改定、障害福祉サービス等報酬改定の実施

・ （略）

・ 令和６年度介護報酬改定と障害福祉サービス等報酬改定については、

介護や障害福祉の現場で働く方々の処遇改善を着実に行いつつ、サー

ビスごとの経営状況の違いも踏まえたメリハリのある対応を行う。

＜② 「加速化プラン」の実施が完了する2028年度までに実施について検討する取

組＞

（生産性の向上、効率的なサービス提供、質の向上）

◆ 医療機関、介護施設等の経営情報の更なる見える化

・ 医療法人の経営情報に関するデータベースについて、医療法人の会計年

度が原則４月から翌年３月までとされており、2024年３月に決算

を迎える医療法人からの報告状況等を踏まえ、必要な対応について検討を

行う。

・ また、介護サービス事業者の経営情報に関するデータベースについて、

2024年４月からの施行に向けて取り組むとともに、職種別の給与

総額等について継続的に把握できるような対応について検討を行う。

・ 障害福祉サービス等事業者や、幼稚園・保育所・認定こども園等の

経営情報に関するデータベースについても、速やかに検討を進め、必要な措

置を講じる。

◆ 障害福祉サービスの地域差の是正

・ 障害福祉サービスの地域差を是正し、供給が計画的かつ効率的

に行われる方策について、必要な障害福祉サービスが公平かつ適正に

提供されるよう、2024 年度から創設される、都道府県知事が行う事業

所指定の際に市町村長が意見を申し出る仕組みを推進するとともに、

共同生活援助における総量規制も含めた地域の実態や地域移行の状

況を踏まえた事業所指定の在り方について検討を行う。また、自治体の

給付決定について、相談支援の利用を促進しセルフプランの適正化を

図るとともに、国が助言を行うこと等により利用者の状況に応じた適切

な給付決定を推進する仕組みを検討する。

（能力に応じた全世代の支え合い）

◆ 障害福祉サービスの公平で効率的な制度の実現

・ 障害福祉サービスについて、障害者が希望する地域生活を実現すると

ともに、多様化する利用者のニーズに応じて質の確保・向上を図る必要

がある。こうした中で、制度の持続可能性を確保する観点から、サービ

ス間・制度間の公平性を踏まえ、報酬改定におけるサービスの質等に

応じたメリハリある報酬設定等、公平で効率的な制度の実現に向けた

検討を行う。

＜③ 2040年頃を見据えた、中長期的な課題に対して必要となる取組＞

○ 科学的知見に基づき、標準的な支援の整理を含め、個人ごとに最

適化された、質の高い医療・介護・障害福祉サービスの提供に向けた検討

29



大臣折衝事項（抄） （令和６年12月25日）

５．全世代型社会保障の実現等

（４）障害福祉サービス制度改革

改革工程に基づく以下の取組を含め、障害福祉サービスの地域差を是

正し、供給が計画的かつ効率的に行われる方策について、次期障害福

祉計画の策定に向けて検討を行う。

・ 都道府県知事が行う事業所指定の際に市町村長が意見を申し出る仕

組みの推進

・ 共同生活援助における総量規制も含めた地域の実態や地域移行

の状況を踏まえた事業所指定の在り方

・ 自治体の給付決定について、相談支援の利用を促進しセルフプランの

適正化を図るとともに、国が助言を行うこと等により利用者の状況

に応じた適切な給付決定を推進する仕組み

６．介護職員等の処遇にかかる実態把握等

令和６年度介護報酬改定及び障害福祉サービス等報酬改定に

おいて措置した処遇改善加算等が、令和６年度に2.5％、令和７年

度に2.0％のベースアップへと確実につながるようにするとともに、令

和６年度補正予算で措置した施策による生産性向上・職場環境改

善等を通じて、更なる賃上げの推進に取り組む。また、職員の負担

軽減・業務効率化、テクノロジー・ＩＣＴ機器の活用、経営の協働化と

いった取組を支援する。あわせて、令和６年度改定及び令和６年度

補正予算で措置した施策が、介護職員等の処遇改善に与える効果

について、実態を把握する。

令和８年度以降の対応については、上記の実態把握を通じた処

遇改善の実施状況等や財源とあわせて令和８年度予算編成過程

で検討する。

なお、次回の介護報酬改定及び障害福祉サービス等報酬改定に

向けては、介護事業所・施設や障害福祉事業所・施設の経営実

態等をより適切に把握できるよう、「介護事業経営概況調査」や

「介護事業経営実態調査」、「障害福祉サービス等経営概況調査」や

「障害福祉サービス等経営実態調査」において、特別費用や特

別収益として計上されている経費の具体的な内容が明確になるよ

う、調査方法を見直し、次回以降の調査に反映させる。
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経済財政運営と改革の基本方針2025（抄）（令和７年６月13日）

第２章 賃上げを起点とした成長型経済の実現
１．物価上昇を上回る賃上げの普及・定着 ～賃上げ支援の政策総動員～

（１）中小企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画の実行
～（略）～

地域の人材育成と処遇改善については、在職者を含め、大学、短期大学、高等
専門学校及び専門学校においてアドバンスト・エッセンシャルワー
カー17の育成に取り組むほか、医療・介護・保育・福祉等の人材確保に向けて、保
険料負担の抑制努力を継続しつつ、公定価格の引上げを始めとする処遇改善を
進める。

～（略）～
政府として、「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画」に

定める、①地方の中小・小規模事業者にとって重要な官公需における対策等を
含めた価格転嫁・取引適正化の徹底、②業種別の「省力化投資促進プラン」とそ
れに基づくきめ細かな支援策の充実と支援体制の整備を通じた中小企業・小規
模事業者の生産性向上、③中小・小規模事業の経営者の 方々の事業承継・Ｍ
＆Ａに関する不安や障壁を取り払い、先々の経営判断を計画的に行うことができ
る環境の整備、④地域で活躍する人材の育成と処遇改善等の施策パッケージを
実行する。
17 デジタル技術等も活用して、現在よりも高い賃金を得るエッセンシャルワーカー。

第３章 中長期的に持続可能な経済社会の実現
１．「経済・財政新生計画」の推進

（「経済・財政新生計画」に基づく今後の取組方針）
～（略）～

予算編成においては、2027年度までの間、骨太方針2024で示された歳出改革
努力を継続しつつ、日本経済が新たなステージに移行しつつあることが明確にな
る中で、経済・物価動向等を踏まえ、各年度の予算編成において適切に反映する
。とりわけ社会保障関係費204については、医療・介護等
の現場の厳しい現状や税収等を含めた財政の状況を踏まえ、これまでの改革を
通じた保険料負担の抑制努力も継続しつつ、2025年春季労使交渉にお
ける力強い賃上げの実現や昨今の物価上昇による影響等について、経営の安定
や現場で働く幅広い職種の方々の賃上げに確実につながるよう、的確な対応を
行う。具体的には、高齢化による増加分に相当する伸びにこうし
た経済・物価動向等を踏まえた対応に相当する増加分を加算する。非社会保障
関係費205及び地方財政についても、第３章第４節「物価上昇に合わせ

た公的制度の点検・見直し」も踏まえ、経済・物価動向等を適切に反映す
る。
20社会保障関係費の伸びの要因として高齢化と高度化等が存在する。

第３章 中長期的に持続可能な経済社会の実現
２．主要分野ごとの重要課題と取組方針

（１）全世代型社会保障の構築
～（略）～

医療・介護・障害福祉等の公定価格の分野の賃上げ、経営の安定、離職防止
、人材確保がしっかり図られるよう、コストカット型からの転換を明確に図る必要
がある。このため、これまでの歳出改革を通じた保険料負担の抑制努力も継続し
つつ、次期報酬改定を始めとした必要な対応策において、2025年春季労使交渉
における力強い賃上げ207の実現や昨今の物価上昇による影響等について、経
営の安定や現場で働く幅広い職種の方々の賃上げに確実につながるよう、的確
な対応を行う。

このため、2024年度診療報酬改定による処遇改善・経営状況等の実態を把握
・検証し、2025年末までに結論が得られるよう検討する。また、介 護・障害福祉
分野の職員の他職種と遜色のない処遇改善や業務負担軽減等
の実現に取り組むとともに、これまでの処遇改善等の実態を把握・検証し、 2025年
末までに結論が得られるよう検討する。また、事業者の経営形態や サービス内容
に応じた効果的な対応を検討する。
～（略）～

（中長期的な時間軸を見据えた全世代型社会保障の構築）
現役世代が急速に減少し、高齢者数がピークを迎える2040年頃を見据えた中

長期的な時間軸も視野に入れ、現役世代の負担を軽減しつつ、年齢に関わりなく
、能力に応じて負担し、個性を活かして支え合う「全世代型社会保障」の構築が不
可欠である。改革工程213を踏まえ、医療・介護ＤＸや
ＩＣＴ、介護テクノロジー、ロボット・デジタルの実装やデータの二次利用の促進、特
定行為研修を修了した看護師の活用、タスクシフト／シェア

など、医療・介護・障害福祉分野の生産性向上・省力化を実現し、職員の
負担軽減や資質向上につなげるとともに、地域医療連携推進法人、社会福祉連
携推進法人の活用や小規模事業者のネットワーク構築による経営の協働化・大
規模化や障害福祉サービスの地域差の是正を進める。医療機関、介護施設、障
害福祉サービス等事業者の経営情報の更なる見える化214を進める。医療・介護・
障害福祉分野の不適切な人材紹介の問題について実効性ある対策を講ずる。

213 「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋（改革工程）」（令和５年12月22日閣議決定）。
214 経営情報の提出、分析及び公表の電子化を含む。
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Ⅱ．中小企業・小規模事業者の賃金向上推
進５か年計画の推進

～地域で活躍する人材の育成と処遇改善～
国民生活を支えている就業人口の約６割を占める現場人材の持続的な

賃上げを実現するためには、高度なスキルを身につけて生産性を高めつ
つ、処遇を含め、より魅力ある職業としていくことが必要である。アド
バンスト・エッセンシャルワーカー（デジタル技術等も活用して現在よ
りも高い賃金を得るエッセンシャルワーカー）の育成や、ＡＩ等の技術
トレンドを踏まえた幅広い労働者のリ・スキリング、医療・介護・保育
・福祉等の現場での公定価格の引上げに取り組むことを通じ、全国津々浦
々のそれぞれの地域で、労働者個人が、自らの意思に基づき、活躍できる
環境を整備する。

４．地域で活躍する人材の育成と処遇改善

（１）アドバンスト・エッセンシャルワーカーの育成
社会の様々な機能を現場で支えるエッセンシャルワーカーについては

人手不足がより一層深刻化し、サービスの持続性自体が課題となってきて
いる。
人手不足の現場（自動車運転業（物流・人流）、建設・土木業、製品

・機械等の製造・加工業（修理・検査を含む。）、介護業、観光業、飲
食業等）で、デジタル技術の活用を含めて、現場人材のスキルが正当に
評価され、そうした者の実際の処遇が改善されることが重要である。

（４）医療・介護・保育・福祉等の現場で
の公定価格の引上げ
全国の医療、介護、障害福祉分野など医療・福祉の現場では、有業者

のおよそ７人に１人である900万人の方々が働いており、地域を支える一
大産業となっている。

他方、こうした分野で働く方々の処遇については公的に価格が定まっ
ており、近年の物価高騰や賃金上昇の中で、他産業のようにコストの増
加分を価格に転嫁することができない。賃上げで先行する他産業との人材
確保の競争が厳しくなる中、他産業と比較して有効求人倍率が高くなって
いる状況にある。今後、高齢者の増加と生産年齢人口の減少が進む中で
、将来にわたって必要なサービスを安心して受けられるよう、その担い
手を確保することは喫緊の課題である。

公定価格の分野においても、医療・介護・障害福祉等における賃上げ、

経営の安定、離職防止、人材確保がしっかり図られるよう、コストカッ
ト型からの転換を明確に図る必要がある。このため、これまでの歳出改
革を通じた保険料負担の抑制努力も継続しつつ、次期報酬改定を始めと
した必要な対応策において、令和７年春季労使交渉における力強い賃上げ
の実現や昨今の物価上昇による影響等について、経営の安定や現場で働
く幅広い職種の方々の賃上げに確実につながるよう、的確な対応を行う
。
～（略）～

介護、障害福祉、保育における令和６年人事院勧告を踏まえた地域区
分への対応については、隣接した市町村等との級地格差による人材確保
への影響も踏まえ、早急に検討を行い、次期報酬改定までに必要な見直
しを実施する。
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Ⅱ．中小企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画の推進

２．サービス業を中心とした中小企業・小規模事業者の生産性向上

（１）業種別の「省力化投資促進プラン」 の実行
サービス業を中心に、最低賃金引上げの影響を大きく受ける、人手不足が取

り分け深刻と考えられる12業種（飲食業、宿泊業、小売業、生活関連サービス業
（理容業、美容業、クリーニング業、冠婚葬祭業）、その他 サービス業（自動車整
備業、ビルメンテナンス業）、製造業、運輸業、建設業、医療、介護・福祉、保育、
農林水産業）については、その生産性を向上させる必要性が一層高いことに鑑
み、各業所管省庁において、官民での取組の目標と具体策を「省力化投資促進
プラン」として公表する。

ここで定める目標は、我が国の生産年齢人口が減少し、労働供給制約が今後
ますます厳しくなる中にあっても、地域経済を支える中小企業・小規模事業者が
成長し続けていくために政府が目指すべきものであり、これに向けた集中的な省
力化投資・デジタル化投資等を後押しする。

（３）12業種における省力化投資の具体策
⑩介護・福祉
ⅰ）目標

労働生産性の向上の取組により、介護分野では、老人保健施設、介護老人福
祉施設、特定施設入居者生活介護指定施設で、2029年までに8.1％、 2040年ま
でに33.2％の業務効率化を目指す。障害福祉分野では、ICT活用等により業務
量の縮減を行う事業所の比率を2029年に90％以上を目指す。
また、2020年代に最低賃金1,500円という政府目標はもとより、持続的な賃上げ
につなげていく。

ⅱ）課題と省力化事例
介護分野では、サービス需要が高まる一方、生産年齢人口が急速に減速 して

いくことが見込まれる中、テクノロジー等を活用し、職員の業務負担軽減やケアの
質の向上に資する生産性向上の重要性が高まっている。また、障害福祉分野では
、人手不足が恒常化しているところ、提供するサービスが多様で、かつ小規模な事
業所も多く、介護分野に比べて生産性向上の取組が遅れているのが現状である。
両分野共に、インカムを活用したコミュニケーションの効率化、音声入力による記録
、見守りセンサー、移乗支援機器等の介護テクノロジーの活用等の省力化の優良
事例がある。

iii. 省力化促進策
・介護テクノロジー導入支援事業等の活用を推進する。また、優良事例の横展

開を具体化する施策として、介護分野における生産性向上ガイドラインをセ
ミナー等も通じて広く周知するとともに、介護現場の生産性向上の取組が特
に優れた介護事業者を表彰し、事例集を作成・周知することで優良事例の横
展開を図る。加えて、介護現場におけるＡ Ｉ技術の活用を促進する。

・さらに、中小企業省力化投資補助金等の活用を推進する。
iv. サポート体制

施策の事業者への周知及び省力化に取り組む事業者のサポート体制につい
て、各都道府県にワンストップ型の相談窓口を設置し、現場の課題に応じた適切
な機器の選定等について助言を行う。さらに、小規模事業者の生産性向上の取
組等の伴走支援ができる人材育成による機能強化を図る。 ⅴ）主なKPI

2029年までに、介護分野は、ICT・介護ロボット等の導入事業者割合を
90％にする。また、残業時間を減少又は維持するとともに、離職率を低下させる。
障害福祉分野は、ワンストップ型相談窓口を47都道府県全てに設置する。
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